
5:1補助は令和10年度末をもって終了し、以降は4:1補助のみとする。

保育充実促進費補助金（低年齢児保育／５：１）の終期について

4:1補助の要件には、公定価格における１歳児配置改善加算の認定が含まれるが、当該認定には同加
算の要件の一つである「ICT化」が多数の施設で支障となっている。

そこで、民間保育ICT事業者の協力を得て、保育施設のICT化を支援するため、次の取組を実施する。

① 県、市町村や関係団体等を構成員とする「保育ICT協議会」を設置し、ICT化研修や勉強会を開催
⇒ 業務のICT化に対する理解促進、人材育成

② 同協議会を設置し、ICT化に向けた取組を実施することで、国の保育ICT補助金の補助率を嵩上げ
⇒ 業務のICT化等を行うためのシステム導入に係る市町村への財政支援

③ ぐんま保育士・保育所支援センターと民間事業者が連携し、 ICT化に課題がある施設に対して県内
他施設の事例等を紹介
⇒ 先行事例等を参考とすることで知識を深め、システム導入の負担を軽減



■１歳児配置改善加算

保育充実促進費補助金（低年齢児保育／５：１）の終期について

【補助要件】

【補助基準額】

①１歳児が１人以上入所する
②１歳児５人につき１人以上の保育士を置く
（１歳児配置改善加算が認定されている場合を除く）

１歳児１人月額 １０，９００円

【補助要件】

【補助基準額】

①１歳児が１人以上入所する
②１歳児４人につき１人以上の保育士を置く
③当年度に１歳児配置改善加算が認定されている
④入所児童の非認知能力の育成に取り組んでいる
⑤インクルーシブ保育に係る２以上の取組を実施している

利用定員（保育所等の利用定員の総和）ごとに１歳児
１人当たり次の月額
・ １人～ ２０人 １６，４００円
・ ２１人～ ３０人 １３，５００円
・ ３１人～ ４０人 １２，１００円
・ ４１人～ ５０人 １１，８００円
・ ５１人～ ６０人 １１，０００円
・ ６１人～ ７０人 １０，５００円
・ ７１人～ ８０人 １０，２００円
・ ８１人～ ９０人 ９，９００円
・ ９１人～１００人 ９，３００円
・１０１人～１１０人 ９，２００円
・１１１人～１２０人 ９，０００円
・１２１人～１３０人 ８，９００円
・１３１人～１４０人 ８，８００円
・１４１人～１６０人 ８，７００円
・１６１人以上 ８，６００円

５：１補助 ４：１補助

【加算取得要件】※要約
①１歳児５：１
②処遇改善等加算区分１～３の全ての取得
③業務においてＩＣＴの活用を進めており、登降園管
理等複数の機能の機器を導入し、業務に活用
④職員の平均経験年数10年以上


